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・平成 14 年度以降に採用された社員に対して 1 号俸引上げ。 

・５５歳以上の社員は基本給に 3000 円加算する。 

・契約・臨時社員は定昇分２．２０％の引き上げを実施 

・嘱託社員「調整手当」について、基本賃金額 140,000 円の社員

は 2000 円増額。その他の嘱託社員は 1000 円増額。 

 

・インフルエンザ予防接種にかかる費用の補助の改善。 

・特殊勤務手当「構内手当」の対象業務について、ブレーキ試験、コ

ンテナ積付検査を追加。 

・通勤手当の上限の引き上げ       

・その他諸手当の増額。 

  ※詳細は交渉速報を参照してください 

オープン  19:00 


